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＊掲載している内容については、今後見直される場合があります。

介護保険制度のおもな改正ポイント
●介護保険料の所得段階について、第1段階と第2段階、第4段階と第5段
階を分ける基準となる金額が変わりました

令和8年8月から
●高額介護サービス費等と特定入所者介護サービス費等の支給要件が一
部変わります

●介護保険施設を利用したときの基準費用額と負担限度額が一部変わり
ます


